




序     文 

 
 サハラ以南アフリカ諸国の中でも最貧国の一つであるニジェール共和国は、教育開発 10 カ年計画

（PDDE 2003-2012）において、初等教育総就学率を 2002 年の 41.7%から 2012 年までに 94%へ向上

させることを目標としている。また同計画では、学校運営に関する権限を中央省庁から学校運営委員

会（COGES）へ委譲することを骨子とする地方分権化政策を柱の一つとして掲げている。この政策

は学校を取り巻く地域住民を学校運営の中心的担い手として位置づけ、学校活動計画策定から運営資

金の管理、教員の管理などの権限を委譲し、さらに保護者への就学啓発活動などの責任を持たせるも

のである。しかし、当初はこの政策を具体化する実施戦略が不在で、COGES は機能していなかった。

そこでニジェール政府は日本に対し COGES 政策を具現化するための技術協力を要請し、これに基づ

き、2004 年 1 月から 2007 年 7 月まで住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）が

実施された。 
フェーズⅠでは、学校運営における住民参画を効果的に促進する COGES 戦略が打ち出され、対象

地域のタウア州とザンデール州においてその有効性が実証された。2007 年 4 月にはプロジェクトの

同戦略が国民教育省により採用され、公式なモデルとして認められた。この承認を受け、ニジェール

政府は同モデルを全国（約 9,000 校）に普及することを決定したうえで、全国普及とモデル発展のた

めの技術協力を日本に要請し、2007 年 8 月から 3 年間の予定で本プロジェクトが開始された。 
今般、本プロジェクトの中間レビューを目的として、調査団を派遣し、ニジェール政府や関係機関

との間でプロジェクトの進捗状況の確認と DAC 評価 5 項目に基づいた評価、今後の方向性に関する

協議を行った。 
本報告書は、この調査結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開、さらには類似

プロジェクトの効率的実施のために活用されることを願うものである。 
最後に、調査にご協力いただいた内外の関係者の方々に深い謝意を表するとともに、引き続き一層

のご支援をお願いする次第である。 
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地     図 

 

対象地域：ニジェール共和国全土 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象地域 

34  SANMATENGA（サンマテンガ県） 

29  OUBRITENGA（ウーブリテンガ県） 

14  KADIOGO（カディオゴ県） 

40  TUY（トゥイ県） 

 

 

 

アガデス州 

ディッファ州 

ザンデール州 

マラディ州 

タウア州 

ドッソ州 

ニアメ特別区 

ティラベリ州 



写     真 

 

COGES 委員への聞き取り（ザンデール州）       APP クラブの活動（ザンデール州） 

COGES 運営のコミュニティ幼稚園              コミュニティ幼稚園手作りの児童教材   
（ザンデール州）                              （ザンデール州）

COGES 連合から感謝状を贈られた COGES        小学校訪問－COGES に関する寸劇（ドッソ州）

担当官（ザンデール州） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGES 担当官会議（ドッソ州）                COGES 連合事務局員選出のための民主選挙 
（ティラベリ州） 

 

ミニッツ協議                                  合同調整委員会 

ミニッツ署名 



略 語 表 

 

略語 正式名（英語名） 日本語 
AFD Agence Française de Développement フランス開発庁 
APP Activités Pratiques et Productives (Practical and 

productive activities) 
生産実習活動 

CFEPD Certificat de Find’Etudes de Premier Degré 初等教育修了証書 
COGES Comité de Gestion des Établissements Scolaires 

(School Management Committee) 
学校運営委員会 

CP/COGES Cellule de Promotion des COGES 
(Section of Promotion of COGES) 

COGES 推進室 

DEP Direction des Études et de la Programmation 
(Department of Studies and Programming) 

調査計画局 

DGEB Direction General de l’Enseignement de Base 
(Department of Basic Education) 

基礎教育総局 

DREN Direction Régionale de l’Education Nationale 
(Regional Office of National Education) 

州国民教育事務所 

EPT Ecole Pour Tous 
(School for All) 

みんなの学校（プロジェク

ト） 
FCC Fédération Communale des COGES COGES 連合 
JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 
JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteers 青年海外協力隊 
JSDF Japan Social Development Fund 日本社会開発基金 
MEN Ministère de l’Education Nationale 

(Ministry of National Education) 
国民教育省 

M/M Minutes of Meeting ミニッツ 
NC National Coordinator ナショナルコーディネータ

ー 
PADEB Projet d’Appui au Développement de l’Education de Base 

(Project of Support for the Development of Basic Education)
基礎教育開発支援プロジェ

クト 
PDDE Programme Décennal de Développement de l’Education

(Ten-Year Educational Development Plan) 
教育開発 10 カ年計画 

PDM Schéma d’Elaboration du Projet 
(Project Design Matrix) 

プロジェクト・デザイン・

マトリックス 
PO Plan d’Opération 

(Plan of Operations) 
活動計画表 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 
(Technical and Financial Partners/Donors) 

ドナー 

R/D Record of Discussions 討議議事録 
TICAD Tokyo International Conference on African Development アフリカ開発会議 



UNICEF United Nations Children’s Fund 国連児童基金 
 
 



評価調査結果要約表 

担当部：人間開発部基礎教育第二課 

１. 案件の概要 

国名: ニジェール共和国 案件名：住民参画型学校運営改善計画（みんなの学

校プロジェクト）フェーズⅡ 
分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部基礎教育第二課 協力金額（評価時点）：119,663,000 円 

協力相手先機関： 国民教育省 協力期間（R/D）:  
2007 年 8 月 1 日～2010 年 7 月 31 日（3 年間） 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

 サハラ以南アフリカ諸国の中でも最貧国の一つであるニジェール共和国は、教育開発 10 カ年計画

（PDDE 2003-2012）において、初等教育総就学率を 2002 年の 41.7%から 2012 年までに 94%へ向上させ

ることを目標としている。また同計画では、学校運営に関する権限を中央省庁から学校運営委員会

（COGES）へ委譲することを骨子とする地方分権化政策が柱の一つとして掲げられている。この政策は

学校を取り巻く地域住民を学校運営の中心的担い手として位置づけ、学校運営計画策定から運営資金の

管理、教員の管理などの権限を委譲し、さらに保護者への就学啓発活動などの責任を持たせるものであ

る。しかし、当初はこの政策を具体化する実施戦略が不在で、COGES は機能していなかった。そこでニ

ジェール政府は日本に対し、COGES 政策を具現化するための技術協力を要請し、この要請に基づいて

2004 年 1 月から 2007 年 7 月まで住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）フェーズⅠ

が実施された。 
 フェーズⅠでは、学校運営における住民参画を効果的に促進する COGES モデルが構築された。対象地

域のタウア州とザンデール州においては同モデルの有効性が実証され、2007 年 4 月に国民教育省（MEN）

が主催した国家 COGES 実施戦略セミナーでは同モデルが公式なモデルとして承認された。この承認を受

け、ニジェール政府は同モデルを全国（約 9,000 校）に普及することを決定したうえで、全国普及とモデ

ル発展のための技術協力を日本に要請し、2007 年 8 月から 3 年間の予定でみんなの学校プロジェクトフ

ェーズⅡが開始された。 
現在、長期専門家 4 名（チーフアドバイザー/教育アドバイザー、COGES モニタリング、学校活動計画、

能力強化/業務調整）を派遣中である。フェーズⅡでは、（1）機能する COGES の全国普及に向けた行政

官、校長、教員、住民の能力強化、（2）設置された COGES のモニタリング体制の構築、（3）パイロット

地域（タウア州とザンデール州）において COGES を通じた教育改善活動のモデル構築、を目指している。

 
１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

COGES による学校運営を通じて基礎教育の質とアクセスが向上する。 
 
（２）プロジェクト目標 

全国の小学校に機能する COGES を設置し、維持するための COGES 政策実施体制が強化される。 
 
（３）成果 

１．機能する COGES を全国に設置するために様々なレベルの関係者の能力が強化される。 
２．COGES のモニタリング体制が構築される。 
３．パイロット地域（タウア州とザンデール州）において COGES を通じた教育改善活動のモデルが構

築される。 
 
（４）投入（評価時点） 

日本側：合計 119,663,000 円 
長期専門家派遣     4 名（65MM）   機材供与        17,599,000 円 
短期専門家派遣     1 名（1.83MM）  ローカルコスト負担  102,064,000 円 
研修員受入       2 名  



 
相手国側： 
カウンターパート配置  12 名       機材購入      なし 
土地・施設提供     なし    
ローカルコスト負担   世界銀行支援による研修費 
 

２．評価調査団の概要 

調査者 団長・総括 原 雅裕  JICA 国際協力専門員 
教育企画  近藤 奈々 JICA アフリカ部中西部アフリカ第二課特別嘱託 
協力企画  山下 契  JICA 人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二課 
評価分析  三宅 隆史 社団法人シャンティ国際ボランティア会 

調査期間 2009 年 2 月 7 日（土）～2 月 28 日（土） 評価種類：中間レビュー 
 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１） 成果 

成果 1：機能する COGES を全国に設置するために様々なレベルの関係者の能力が強化される。 
全国の州国民教育事務所（DREN）所長、COGES 監督官、県視学官、COGES 担当官を対象にワークシ

ョップやセミナーが実施され、地方行政官の能力が強化された。また、フェーズ II から新規に対象とな

った 6 州で、6,579 名の校長（計画の 99.46%）が COGES 委員の民主選挙に関する研修を受講し、13,267
名の COGES 委員（計画の 98.54%）が学校活動計画策定に関する研修を受講した。なお、研修実施経費

は世銀が支援した。 
 
成果 2：COGES のモニタリング体制が構築される。 

COGES 連合の設置、COGES 担当官によるモニタリングに関するマニュアル、ガイドラインが計画通

り作成、改訂された。2008 年 7 月、国民教育省主催のワークショップにて COGES 連合モデルが公式に

承認され、2008 年 10 月に省令が発布された。 
 COGES 連合の設置と機能化については、タウア州、ザンデール州ではフェーズ I 実施中に 99 の COGES
連合が設置された。見返り資金運用開始の遅れによって COGES 担当官によるモニタリングが中断された

期間、COGES 連合の総会・事務局会合の実施回数に低下がみられた。  
新規対象 6 州については 2008 年 10 月から 09 年 1 月にかけて、アガデス州を除く 5 州の 149 コミュー

ンで COGES 連合設置研修が実施され、6,423COGES（計画の 99.4%）が受講、現在までに 5 州で 67COGES
が設置された。なお、アガデス州に関しては治安状況悪化のため、COGES 連合設置研修の実施が見合わ

されている。 
地方行政官によるモニタリングについては、タウア州、ザンデール州では COGES 担当官が定期的に

COGES 連合を巡回し、モニタリングを実施している。COGES 担当官月例会議も定期的に実施されてお

り、COGES 監督官が COGES 担当官を監督・支援している。 
新規対象 6 州では、COGES 担当官が定期的に COGES を巡回し、モニタリングを実施してきた。ただ

し、移動手段となるバイクの供与の遅れのために、モニタリング活動に支障が出ている。COGES 連合設

置研修実施後、COGES 担当官月例会議が実施されるようになっている。 
 
成果 3：パイロット地域（タウア州とザンデール州）において COGES を通じた教育改善活動のモデル

が構築される。 

2006 年にタウア州の 3COGES に導入された COGES が運営主体となるコミュニティ幼稚園は、国連児

童基金（UNICEF）との連携のもと、急速に拡大し、タウア州、ザンデール州ともに 55 園に達した。2008
年 8 月には機能する COGES が運営主体となるコミュニティ幼稚園モデルが公式モデルとして承認され

た。 
2007-08 年度の農村部就学前教育就学率において、コミュニティ幼稚園が最初に導入されたタウア州が

全国 1 位となり、そのインパクトが確認された。23 のコミュニティ幼稚園が設置されたイレラ県では、

初等教育入学者の男女比（女子数／男子数）が 0.77（2007-08 年度）から 0.95（2008-09 年度）に改善さ

れた。コミュニティ幼稚園モデルに関する簡易 5 項目評価の結果、妥当性、有効性、効率性、インパク

ト、自立発展性のいずれも高いことが確認された。ただし、自立発展性に影響すると考えられるモニタ



リングについては効果的・効率的なシステムの構築には至っていない。 
 フォーラム・アプローチに基づいた 2 つのキャンペーンが実施され、目覚ましい成果をあげた。ザン

デール州では 2007 年 5 月から、タウア州では 2008 年 4 月から女子就学促進キャンペーンが実施された

結果、女子入学登録者数が大幅に増加し、入学登録者における男女比率（女子数／男子数）は、大きく

改善された。2008 年 1 月から教育の質向上キャンペーンが実施されたザンデール州は、2007-08 年度の初

等教育修了試験合格率が前年度から 13.2 ポイント改善され、全国 1 位となった。 
ザンデール州、タウア州で開始された視学官会議を、国民教育省が 2009 年 1 月に全国において制度化

した。 
 
（２） プロジェクト目標：全国の小学校に機能する COGES を設置し、維持するための COGES 政策実

施体制が強化される。 

新規対象 6 州において 6,577 校（計画の 97.08%）が民主的に COGES を設置し、COGES 設置に関する

議事録を県視学官事務所に提出した。全国における民主的な COGES の設置が達成された。COGES の機

能度を測る指標となる学校活動計画策定について、2007-08 年度は全国で 6,632 校（計画の 66.41%）が県

視学官事務所に学校活動計画を提出した。しかしながら、インタビュー調査結果によるとドッソ州の

COGES の機能度は、フェーズ I 終了時のタウア州における COGES 機能度と比較すると改善の余地がみ

られる。 
 
（３） 上位目標：COGES による学校運営を通じて基礎教育の質とアクセスが向上する。 

フェーズ I が開始された 2004 年以降、国民教育省とドナーの協力の結果、ニジェールにおける基礎教

育の質とアクセスに関する指標には、改善がみられる。国民教育省と JICA は、プロジェクトを通じた

COGES の設置と機能化が教育指標の改善に大きく貢献しているという認識を共有した。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：非常に高い 

現地のニーズに基づいた学校運営改善はコミュニティと児童のニーズに合致するものである。 
教育の地方分権化の一環として住民参画型の学校運営を促進することはニジェール政府の教育開発 10

カ年計画（PDDE 2003-2012）に明記されており、ニジェールの国家政策の優先度に合致するものである。

日本は、アフリカ開発会議（TICADⅣ）において「みんなの学校」モデルを通じた学校運営改善プロジ

ェクトを西アフリカにおいて 10,000 校に拡大することを表明しており、日本の援助政策の優先度に合致

している。 
住民参画による教育開発は、政府のリソースが限られているニジェールにおいて適切なアプローチで

ある。本プロジェクトの学校運営改善モデル（民主選挙による COGES 委員の選出、学校活動計画の策定

と実施、COGES 担当官や COGES 連合によるモニタリング）はフェーズ I において適切性が確認されて

いる。 
 
（２）有効性：高い 

全国のほぼすべての学校（97%）において COGES が民主的に設置された。COGES の機能度を表す指

標となる学校活動計画提出率は 66％にとどまっているが、モニタリング体制の強化による改善が期待さ

れ、プロジェクト目標である COGES の「全国普及」と「機能化」に着実な進捗がみられる。モニタリン

グ体制の構築に遅れが見られるものの、成果は概ね順調に発現しており、プロジェクト目標の達成に貢

献することが期待される。 
一方、プロジェクト目標の指標に目標数値が設定されていないため、目標達成状況を具体的に評価す

ることが困難となっている。 
 
（３）効率性：中程度  

 活動と投入は概ね計画通り実施されたものの、見返り資金運用開始と COGES 担当官用バイク供与の遅

延が、COGES 担当官によるモニタリング体制の構築に遅れをもたらした。 
効率性に貢献した要因として以下の 3 点があげられる。第一に COGES の全国普及に関する研修は世銀

の基礎教育開発支援プロジェクト（PADEB）による財政的支援によって実施された。第二にコミュニテ

ィ幼稚園の普及は UNICEF との連携に基づき、UNICEF が就学前教育局との協力によりコミュニティ幼

稚園の教員の養成研修、教材のミニマムパッケージの供与を行った。第三にコミューンと COGES 連合の



連携が COGES 連合設置に関する教育省省令（2008 年 10 月）に規定されたことで、COGES 連合の活動

にコミューンの積極的な支援が得られている事例が複数報告された。 
 
（４）インパクト：高い 

 COGES の全国普及と機能化が、上位目標である教育のアクセスと質の改善の大きな貢献要因であるこ

とが確認された。 
ポジティブなインパクトとしては次の 2 点が確認された。第一に COGES が就学前教育、中等教育、保

健分野など、初等教育以外の分野の開発に取り組んでいる事例が報告された。第二にニジェールにおい

て有効性が実証された COGES モデルをもとに、セネガル、マリにおいても同様の学校運営改善プロジェ

クトが開始された。ブルキナファソにおいてもプロジェクト実施に向けたパイロット事業を実施中であ

る。これらの国に対して、本プロジェクトがその経験を共有したり、プロジェクトスタッフが技術支援

を行ったりする事例も出てきている。 
 
（５）自立発展性：中程度 

 政策面については住民参画型の学校運営を促進することは教育開発 10 カ年計画（PDDE）に明記され

ている。COGES、COGES 連合のモデルは国家レベルで公式化されており、政策面の自立発展性は高いと

判断される。 
組織・財政面については中央レベルに COGES 推進室、州レベルに COGES 監督官、県レベルに COGES

担当官が配置されており、COGES 政策を持続的に推進する組織体制は整備されている。モニタリング経

費は現在見返り資金から支出されているが、同資金の運用終了後の予算手当てについて今後検討してい

く必要がある。 
技術面については COGES 監督官、COGES 担当官は COGES の全国普及に関する研修を成功させ、研

修実施能力を実証した。COGES 連合、COGES に対するモニタリング能力、技術支援能力については、

COGES担当官月例会議等を通じて強化が図られている。特にタウア州とザンデール州においてはCOGES
連合、COGES がある程度機能していることが確認された。ただし、COGES 担当官によるモニタリング

が中断された期間には機能度の低下がみられ、適切なモニタリングの必要性が確認された。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

 COGES 担当官月例会議は COGES モニタリングのシステムとして機能しているだけでなく、COGES
担当官の能力強化にも貢献している。民主選挙による選出は、COGES 連合、COGES の透明性を確保す

るだけでなく、COGES 連合委員、COGES 委員が無報酬にもかかわらず喜んでその任務を果たすモチベ

ーションになっている。COGES 担当官が COGES 連合、COGES の問題解決に貢献した事例が複数報告さ

れ、COGES 連合、COGES の機能化に大きな役割を果たしていることが確認された。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

 コミューン長の COGES 連合設置研修への参加、コミューンによる COGES 連合に対する経済的・物質

的支援など、COGES 連合とコミューンの連携は、COGES 連合の機能強化に貢献し、コミューンレベル

における教育開発を促進している。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

 PDDE を支援する世界銀行との調整、モニタリング費用を支援する見返り資金の拠出が COGES 政策実

施上、不確定要因になっている。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

2008 年 2 月頃に見込まれていた見返り資金の運用開始が、2009 年 1 月まで遅れたことにより、COGES
モニタリングシステムの構築に遅れが生じている。世銀の支援によって 2007 年 2 月頃に予定されていた

COGES 担当官用のバイク供与がいまだ実現していないことで、COGES 担当官によるモニタリングの実

施が困難になっている。 
治安悪化によりアガデス州におけるプロジェクト活動実施が不可能になっている。 

 



３－５ 結論 

 COGES の全国普及と機能化を通じた教育改善は、ニジェールの国家政策や受益者となるコミュニテ

ィ、児童のニーズに合致しており、妥当性は非常に高い。活動と投入も概ね問題なく実施されており、

COGES の全国普及はほぼ達成され、コミュニティ幼稚園やフォーラム・アプローチ、視学官会議といっ

た教育改善につながるモデルの構築も進んでいる。ただし、見返り資金の運用開始や COGES 担当官用バ

イク供与の遅延により、COGES モニタリング体制の構築に遅れが生じている。今後のプロジェクト活動

の成功のためには、特にこれらの部分について国民教育省のさらなるコミットメントが必要である。 
 COGES の機能化のためには、COGES 担当官の役割が非常に重要であることが確認された。このプロ

ジェクト目標達成に向けて、今後は COGES 担当官の能力強化を優先課題として取り組んでいくことが求

められる。 
 
３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１） COGES のさらなる機能強化（国民教育省とプロジェクトに対する提言） 

 COGESの機能強化の鍵となるのがCOGES担当官の能力強化である。COGES担当官月例会議がCOGES
担当官の能力強化に大きく貢献していることから、国民教育省が同会議の定期的な開催に必要な予算を

支出すること、プロジェクトが同会議開催を技術的に支援することを提言する。 
 
（２） COGES 担当官の選定基準の明確化（国民教育省に対する提言） 

 COGES の機能強化において COGES 担当官の果たす役割は非常に重要である。能力の高い COGES 担

当官を確保するため、選定基準を明確に設定することを提言する。 
 
（３） COGES 担当官用バイクの早期供与（国民教育省に対する提言） 

 COGES の機能化に不可欠な COGES 担当官による十分なモニタリングを可能にするため、バイクが早

期に供与されるよう必要な手続きの促進を提言する。 
 
（４） 見返り資金の適切な運用（国民教育省に対する提言） 

 モニタリングの適切な実施のためには、見返り資金の定期的な支出が不可欠である。適切な支出を保

障するため、資金運用計画を策定し、関係省庁の承認を得ることを提言する。 
 
（５） コミュニティ幼稚園のモニタリングに関するモデルの構築（国民教育省とプロジェクトに対する

提言） 

 プロジェクト活動を通じて、教育開発におけるコミュニティ幼稚園の有効性が実証されつつあるが、

そのモニタリングシステムは十分とはいえない。幼稚園の運営面、教授面に関する効果的なモニタリン

グを可能にするため、国民教育省に就学前教育指導主事の増員を提言する。また、プロジェクトがイレ

ラ県におけるモニタリングシステム構築に関するパイロット事業の実施を技術的に支援することを提言

する。 
 
（６） フォーラム・アプローチの他州への拡大（国民教育省とプロジェクトに対する提言） 

 タウア州、ザンデール州において目覚ましい成果をあげたフォーラム・アプローチに基づくキャンペ

ーンを、他州でも実施することでニジェール全体の教育開発が促進されることが期待される。国民教育

省による州フォーラムの開催、キャンペーンの計画・実施をプロジェクトが技術的に支援することを提

言する。 
 
（７） 県視学官との関係強化（国民教育省とプロジェクトに対する提言） 

 県レベルの教育開発の責任者である県視学官の能力強化は、プロジェクト活動の促進に大いに貢献す

る可能性を持つ。国民教育省とプロジェクトに、県視学官による COGES 政策の実施に関する経験共有を

促進することを提言する。 
 
（８） プロジェクトの効率的な運営（プロジェクトに対する提言） 

 全国展開によって増大している活動に効率的に対応するため、プロジェクトチーム内の情報共有、業

務分担、活動の優先順位付けを適切に行う取り組みを継続することを提言する。 
 



（９） COGES の能力強化と補助金導入への慎重な対応（国民教育省に対する提言） 

 一部ドナーが COGES に対する補助金交付制度の拡大を提案しているが、COGES に補助金を有効活用

する能力が備わっていなければ COGES の機能低下をもたらす危険性もある。国民教育省が COGES の能

力強化に取り組みつつ、補助金交付制度の本格実施には慎重に対応することを提言する。 
 
（１０） PDM の改訂 

 PDM の一部に現在の活動の優先順位を反映していない部分が生じている。またプロジェクト目標の指

標を含め、具体的な数値目標が設定されていない指標がある。プロジェクトの進捗と目標達成状況を適

切に評価できるよう、PDM に必要な改訂を加えることを提言する。 
 なお、これらの改訂は 9～10 月に開催される予定の合同調整委員会（JCC）までには承認されるよう、

速やかに全州国民教育事務所長の合意を取り付ける必要がある。 
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第１章 中間レビュー調査団の概要 
 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

サハラ以南アフリカ諸国の中でも 貧国の一つであるニジェール共和国は、教育開発 10 カ年計画

（Programme Décennal de Développement de l’Education : PDDE, 2003-2012）において、初等教育総就学

率を 2002 年の 41.7%から 2012 年までに 94%へ向上させることを目標としている。また同計画では、

学校運営に関する権限を中央省庁から学校運営委員会（Comité de Gestion des Établissements 
Scolaires : COGES）へ委譲することを骨子とする地方分権化政策が柱の一つとして掲げられている。

この政策は学校を取り巻く地域住民を学校運営の中心的担い手として位置づけ、学校運営計画策定か

ら運営資金の管理、教員の管理などの権限を委譲し、さらに保護者への就学啓発活動などの責任を持

たせるものである。しかし、当初はこの政策を具体化する実施戦略が不在で、COGES は機能してい

なかった。そこでニジェール政府は日本に対し、COGES 政策を具現化するための技術協力を要請し、

この要請に基づいて 2004 年 1 月から 2007 年 7 月まで住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プ

ロジェクト）（Ecole Pour Tous:EPT）が実施された。 
フェーズⅠでは、学校運営における住民参画を効果的に促進する COGES 戦略が打ち出され、対象

地域のタウア州とザンデール州においてその有効性が実証された。2007 年 4 月にはプロジェクトの

同戦略が国民教育省（Ministère de l’Education Nationale :MEN）により採用され、公式なモデルとして

認められた。この承認を受け、ニジェール政府は同モデルを全国（約 9,000 校）に普及することを決

定したうえで、全国普及とモデル発展のための技術協力を日本に要請し、2007 年 8 月から 3 年間の

予定で本プロジェクトが開始された。 
本調査団は、3 年間の協力期間の中間点にあたる 2008 年 2 月に以下を目的として派遣された。本

調査団の調査目的は以下のとおりである。 
（１） これまで実施した協力活動について、当初計画に照らし、投入実績、活動実績、計画達成度

を確認する。 
（２） 計画達成度を踏まえ、評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の

観点から、プロジェクトチーム、ニジェール側関係者とともに、プロジェクトの中間レビュ

ーを行う。 
（３） 全体の活動を普及モデル確立の視点から検討する。 
（４） 以上の評価結果に基づき、プロジェクトの課題や今後の活動計画、将来的な展開の方向性に

ついて、プロジェクトチームやニジェール側関係機関と協議し、教訓を引き出すとともに必

要な提言を行う。 
（５） 協議事項を双方の合意事項としてミニッツ（Minutes of Meeting: M/M）に取りまとめる。 
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１－２ 調査団の構成 

担当分野 氏 名 派遣期間 所属 
団長・総括 原 雅裕 2/14-2/25 JICA 国際協力専門員、人間開発部課題アドバイ

ザー 
教育計画 近藤 奈々 2/14-2/25 JICA アフリカ部中西部アフリカ第二課特別嘱

託 
協力企画 山下 契 2/14-2/28 JICA 人間開発部基礎教育グループ基礎教育第

二課 
評価分析 三宅 隆史 2/7-2/28 社団法人シャンティ国際ボランティア会 

 
 
 
１－３ 調査日程 

 月日 曜日 業務行程 

1 2 月 8 日 日 （三宅団員 ニアメ着） 

2 2 月 9 日 月 
JICA ニジェール事務所との打ち合わせ 
専門家インタビュー 
タウアへ移動 

3 2 月 10 日 火 

COGES 視察（APP クラブ） 
ザンデールへ移動 
州国民教育事務（DREN）所長表敬、インタビュー 
専門家インタビュー 

4 2 月 11 日 水 

視学官会議視察 
コミューン長表敬、インタビュー 
COGES（コミュニティ幼稚園）・COGES 連合（総会）視察、 
関係者インタビュー 

5 2 月 12 日 木 
コミューン長・視学官表敬、インタビュー 
COGES（コミュニティ幼稚園）・COGES 連合視察、関係者インタビュー 
COGES 監督官インタビュー 

6 2 月 13 日 金 

タウアへ移動 
県視学官事務所表敬 
COGES（コミュニティ幼稚園）視察、関係者インタビュー 
COGES 監督官インタビュー 

7 2 月 14 日 土 

DREN ・コミューン長表敬、インタビュー 
就学前視学官事務所長インタビュー 
COGES 連合視察 
ニアメへ移動 

8 2 月 15 日 日 資料整理 
（原団長、近藤団員、山下団員 ニアメ着） 

9 2 月 16 日 月 

JICA 事務所との打ち合わせ 
国民教育省（MEN）大臣・基礎教育総局長・就学前教育局長、UNICEF、
世銀表敬、協議 
AGEPA 会合出席 

10 2 月 17 日 火 

ドッソへ移動 
DREN・県視学官事務所表敬、インタビュー 
COGES 担当官会議視察、COGES 担当官インタビュー 
COGES 視察、関係者インタビュー 
ニアメへ移動 
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11 2 月 18 日 水 

ティラベリへ移動 
DREN・知事表敬、インタビュー 
COGES 視察、インタビュー 
ニアメへ移動 

12 2 月 19 日 木 

M/M 案作成 
ティラベリへ移動 
COGES 連合委員選挙集会視察 
ニアメへ移動 

13 2 月 20 日 金 JICA ニジェール事務所・専門家との協議 
M/M 案作成 

14 2 月 21 日 土 M/M 案作成 

15 2 月 22 日 日 M/M 案作成 

16 2 月 23 日 月 経験共有セミナー出席 
M/M 案に関する協議（MEN 次官他） 

17 2 月 24 日 火 合同調整委員会出席 
M/M 案作成 

18 2 月 25 日 水 

M/M 署名 
JICA ニジェール事務所・専門家への報告・協議 
UNICEF との協議 
（原団長、近藤団員 ニアメ発） 

19 2 月 26 日 木 （山下団員、三宅団員 ニアメ発） 
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１－４ 主要面談者（敬称略） 
（１）国民教育省（MEN） 

Ousmane Samba Mamadou 大臣 
Maiguizo Rakiatou Zada 次官 
Marou Amadou 基礎教育総局長代行 
Damana Issaka COGES 推進室長 

 
（２）州国民教育事務所（DREN） 

Rissa Seidi タウア州国民教育事務所長 
Zakaria Seybou タウア州国民教育事務所 COGES 監督官 
Ali Issa Waly ティラベリ州国民教育事務所長 
Salack Delah Aoussouck ティラベリ州国民教育事務所 COGES 監督官 
Ali N’Diaye Ibrahim ザンデール州国民教育事務所長 
Ibrahim Goni Abdoulaye ザンデール州国民教育事務所 COGES 監督官 

 
（３）プロジェクトチーム 

三浦 浩子 チーフアドバイザー／教育専門家 
中澤 順子 業務調整／能力強化担当専門家 
國枝 信宏 COGES モニタリング担当専門家 
影山 晃子 学校活動計画担当専門家 

 
（４）JICA ニジェール事務所 

西本 玲 所長 
金田 雅之 所員 
MOUSSA  Abdou 現地職員 

 
（５）ドナー 

Dominique Tallet Brasseur UNICEF ニジェール事務所教育担当官 
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第２章 プロジェクトの概要 
 

 

２－１ 基本計画 

名称 ニジェール共和国住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェ

クト）フェーズⅡ 
協力期間 2007 年 8 月 1 日– 2010 年 7 月 31 日 
上位目標 COGES による学校運営を通じて基礎教育の質とアクセスが向上する。 

プロジェクト目標 全国の小学校に機能する COGES を設置し、維持するための COGES 政策

実施体制が強化される。 
期待される成果 
（アウトプット） 

１．機能する COGES を全国に設置するために様々なレベルの関係者の

能力が強化される。 
２．COGES のモニタリング体制が構築される。 
３．パイロット地域（タウア州とザンデール州）において COGES を通

じた教育改善活動のモデルが構築される。 
 
 
２－２ プログラムにおける位置づけ 

 対ニジェール JICA 国別事業展開計画（2008 年 7 月改定）において、援助重点分野である教育分野

の開発課題「基礎教育開発」に対応するプログラムとして「初等教育開発」が設定されている。本プ

ロジェクトは同プログラムの中核案件として位置づけられている。 
 
 
２－３ プロジェクト・デザイン・マトリックス 

 JICA では、1990 年代前半から、プロジェクト管理手法の一環としてプロジェクト・サイクル・マ

ネジメント（Project Cycle Management:PCM）手法を導入した。PCM 手法において中心的役割を果た

すのは、プロジェクト･デザイン･マトリックス（Project Design Matrix : PDM）と名付けられたプロジ

ェクト計画概要表である。これは目標、活動、投入などのプロジェクトの主要構成要素や、プロジェ

クトを取り巻く外部条件との論理的相関関係を示したものである。 
 本プロジェクトにおいても、2007 年 4 月の討議議事録（Record of Discussions:R/D）署名時に PDM
（第 1 版）を策定し、R/D の付属文書として承認した。 
 本中間レビューは PDM に基づいて実施された。PDM は付属資料１（ミニッツ添付資料）に示す。 
 

 

２－４ 実施体制 

 本プロジェクトのカウンターパート機関は国民教育省（MEN）である。フェーズ I 実施時と同様、

同省次官をプロジェクトマネージャーとし、次官を議長とする合同調整委員会（Joint Coordinating 
Committee:JCC）がプロジェクトの 高意思決定機関として設置されており、プロジェクトの実務的

な責任者であるナショナルコーディネーター（National Coordinator: NC）には COGES 推進室（Cellule 
de Promotion des COGES: CP/COGES）室長が任命されている。 
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第３章 中間レビューの方法 
 

 

３ １ 評価グリッドの作成 

本中間レビューは「JICA 事業評価ガイドライン」（2004 年 3 月改訂）に準拠して実施した。PDM
やその他関係資料に基づいて評価設問（調査すべき項目）を検討し、プロジェクトの実績、実施プロ

セス、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に関する評価グリッドを作

成した。実績、実施プロセス、評価 5 項目の定義は以下のとおりである。 
作成された評価グリッドは付属資料３に示す。 

 
（１） 実績 

投入、成果、プロジェクト目標、上位目標に関する達成度、もしくは達成予測に関する情報。 
 

（２） 実施プロセス 

活動の実施状況やプロジェクトの現場でおきている事柄に関する様々な情報。 
 

（３） 評価 5 項目 

妥当性 プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が、受益

者のニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、相手国と

日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当

かなどといった「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点。 
有効性 
 

プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への便益がもたらさ

れているのか（あるいは、もたらされるのか）を問う視点。 
効率性 
 

主にプロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されて

いるか（あるいは、されるか）を問う視点。 
インパクト 
 

プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的・間接的効果や波及効果

をみる視点。予期していなかった正・負の効果・影響を含む。 
自立発展性 
 

援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるい

は持続の見込みがあるか）を問う視点。 
 
 
３－２ 評価実施方法 

評価グリッドに基づいて以下の方法で情報・データを収集し、評価分析を行った。 
 
（１） 文献・既存資料調査 

レビューした主な資料は以下のとおり。 
・ ニジェール共和国住民参画型学校運営改善計画 中間評価調査報告書（平成 17 年 11 月） 
・ ニジェール共和国住民参画型学校運営改善計画 終了時評価調査報告書（平成 19 年 1 月） 
・ ニジェール共和国住民参画型学校運営改善計画フェーズⅡ 実施協議報告書（平成 19 年 7 月） 
・ その他プロジェクト作成資料（月報など） 
・ ニジェール共和国教育開発 10 カ年計画（PDDE 2003-2012） 中間レビュー報告書 
・ ニジェール共和国教育統計（2004 年～2008 年） 
 

（２） 直接観察 

プロジェクト事務所、視学官会議、COGES 連合総会（COGES 連合事務局設置）、COGES 担当官
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会議、各小学校、コミュニティ幼稚園を視察し、活動状況を確認した。 
 

（３） 質問票調査 

新規設置の COGES から 13 校を対象（ニアメ近郊の村落部の小学校）に質問票を作成、配布し、

回収した回答を分析した。 
 

（４） インタビュー調査 

長期専門家、国民教育省、州国民教育事務所長、視学官事務所長、COGES 監督官、COGES 担当

官、校長、COGES 代表、教員、生徒、青年海外協力隊（Japan Overseas Cooperation Volunteers: JOCV）

隊員を対象にインタビューを実施した。 
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第４章 計画達成度 
 
 
４－１ 投入実績 

 日本側、ニジェール側からの投入は計画通り実施され、成果の発現に貢献している。詳細は付属資

料１（ミニッツ添付資料）を参照。 
 
４－１－１ 日本側投入1（合計 119,663,000 円） 
（１） 長期専門家派遣 4 名（65MM） 
（２） 短期専門家派遣 1 名（1.83MM） 
（３） 研修員受入（本邦研修） 2 名 
（４） 機材供与 17,599,000 円 
（５） 在外事業強化費 102,064,000 円 
 
４－１－２ ニジェール側投入 

（１） カウンターパート配置  
中央レベル（国民教育省次官、基礎教育総局長、調査計画局長、COGES 推進室長） 
州レベル（各州国民教育事務所長） 

（２） プロジェクト事務所（長期専門家の執務室を含む）提供 なし 
（３） 機材購入 なし 
（４） プロジェクト実施に必要な経費（ローカルコスト） 世界銀行支援による研修費 
 
 
４－２ 活動実績 

プロジェクト活動は、概ね PDM に沿って計画通り実施されている。ただし、見返り資金運用開始

や（世銀支援の）COGES 担当官用バイクの供与が遅延したため、モニタリングに関する支援活動に

遅れがみられる。これまで実施された主な活動は下記のとおり。 
 

表４－１ 主なプロジェクト活動 

時期 活動 
2007 年 9 月 学校活動計画及び財務管理講師養成研修（全国 COGES 担当官対象） 
9 月 COGES 経験共有セミナー（全国州国民教育事務所長対象） 
10 月 コミュニティ幼稚園研修（新規設立園対象） 
11 月、12 月 生産実習活動（APP）クラブ研修 
11 月～ COGES 全国普及にかかる学校活動計画及び財務管理研修開始 
2008 年 1 月 COGES 連合フォーラム（ザンデール州） 
1 月、2 月 COGES 連合機能化にかかる評価調査 
2 月 コミュニティ幼稚園設立研修（ザンデール州） 
3 月 COGES 経験共有セミナー（全国州国民教育事務所長、COGES 監督官対象）

4 月 COGES 連合フォーラム（タウア州） 
5 月 コミュニティ幼稚園にかかる UNICEF-JICA/EPT 連携協定書署名 
5 月 COGES 担当官運営指導研修（ザンデール州） 
7 月 COGES 連合モデル承認ワークショップ支援 

                                                        
1 評価時点での数字。 
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7 月、8 月 仏語圏アフリカ学校運営改善スタディツアー受け入れ 
8 月 コミュニティ幼稚園モデル承認ワークショップ 
10 月 APP クラブ研修（タウア州、JOCV 連携） 
10 月 COGES 経験共有セミナー（全国州国民教育事務所長、COGES 監督官対象）

10 月～ COGES 連合設置にかかる講師研修実施 
COGES 連合設置研修及び学校活動計画研修 

11 月 コミュニティ幼稚園設立研修（タウア州、ザンデール州） 
2009 年 1 月 コミュニティ幼稚園経験共有ワークショップ 

 
上記活動のほか、COGES 全国普及にかかる研修の支援、見返り資金管理委員会、COGES 担当官

月例会議、COGES 連合（Fédération Communale des COGES: FCC）総会のモニタリング、財務研修・

学校活動計画マニュアルの改定作業などが実施された。 
 
 
４－３ 成果の達成状況 

（１） 成果1：機能するCOGESを全国に設置するために様々なレベルの関係者の能力が強化される。 

指標 1-1 COGES 政策に関する地方行政官の意識と理解のレベル 
指標 1-2 導入研修に参加した関係者の数 
指標 1-3 研修を受講した COGES 監督官と COGES 担当官の数 
指標 1-4 各州における研修実施計画の策定 
指標 1-5 COGES 選挙研修を受けた校長の数と学校活動計画研修を受講した COGES 委員の数 
指標 1-6 COGES と COGES 連合に関する政策の改定 

 
フェーズⅠ対象州と新規対象州において、地方行政官（州教育事務所長・COGES 監督官・県視

学官・COGES 担当官）はそれぞれ能力強化を目的とする研修を受講した。新規 6 州においては、

校長・COGES 委員対象の研修が世銀の財政支援により実施され、民主選挙研修を 6,579 名の校長

（計画の 99.46%）が、学校活動計画策定研修を 13,267 名の COGES 委員（計画の 98.54%）が受講

した。COGES 担当官は、COGES 委員対象の研修講師を務め、活動モニタリングなど技術支援を行

っており、関係者全体の能力は向上してきている。 
  また、中央レベルにおいても COGES 政策に関する意識は高く、2008 年 7 月には国民教育省主催

のワークショップにおいて COGES連合モデルが承認され、同じく 8 月開催のワークショップでは、

機能する COGES により運営されるコミュニティ幼稚園モデルが公式に採用されるなど、COGES
と COGES 連合に関する政策が改定されている。 

 
１) 地方行政官の能力強化（全州） 

表４－２ 実施された研修とセミナー 

開催時期 研修名 主な内容 参加者 ＊（）内は人数 
07 年 6 月 導入研修 COGES 政策、民主選挙 DREN(8)、 

COGES 監督官(8) 
07 年 9 月 経験共有セミナー 民主選挙研修の実施報告 DREN(8), COGES 監督官(8), 

COGES 担当官(51) 
07 年 9 月 導入研修 学校活動計画、財務管理 COGES 監督官(8),  

COGES 担当官(51) 
08 年 3 月 経験共有セミナー 学校活動計画策定研修、 

民主選挙研修の実施報告 
DREN(8), COGES 監督官(8), 
COGES 担当官(51) 
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08 年 10 月 経験共有セミナー COGES 連合設置研修計画の策

定、フォーラム・アプローチに

よるキャンペーンの結果報告 

DREN(8), COGES 監督官(8), 
COGES 担当官(51) 

 
２) COGES 委員の能力強化（新規対象 6 州） 

表４－３ 民主選挙研修〈対象：校長〉 

 受講者数（計画） 受講者数（実績） 受講率 
Agadez 364 364 100.00% 
Diffa 425 425 100.00% 
Dosso 1802 1795 99.61% 
Maradi 1868 1868 100.00% 
Niamey 493 453 91.89% 
Tillaberi 1860 1870 100.54% 
計 6,812 6,579 99.46% 

 
表４－４ 学校活動計画策定研修〈対象：各校 COGES 委員 2 名〉 

 受講者数（計画） 受講者数（実績） 受講率 
Agadez 728 622 85.44% 
Diffa 850 769 90.47% 
Dosso 3608 3604 99.89% 
Maradi 3736 3748 100.32% 
Niamey 984 916 93.09% 
Tillaberi 3558 3608 101.41% 
計 13464 13267 98.54% 

 
（２） 成果 2：COGES のモニタリング体制が構築される。 

指標 2-1 マニュアルの改訂 
指標 2-2 COGES 連合モデルの承認 
指標 2-3 設置された COGES 連合の数 
指標 2-4 定期的な COGES 担当官月例会議の開催 
指標 2-5 定期的な COGES 監督官からの報告書提出 
指標 2-6 学校活動計画の収集システムの構築 

 
１) マニュアルの作成・改訂 

COGES 連合設置やモニタリングに関するマニュアルやガイドラインが、順次計画通り作成・改

訂され、COGES 担当官と監督官によって活用されている。 
【作成されたマニュアル・ガイドライン】 
・ COGES 連合設置のための研修マニュアル（2008 年 10 月改訂） 
・ COGES 連合設置のためのトレーナー用ガイド（2008 年 10 月作成） 
・ COGES 活動のためのモニタリングガイド（2008 年 10 月作成） 
・ COGES 担当官会議開催のためのガイド（2008 年 10 月作成） 
・ COGES 連合設置のための選挙実施ガイド（2008 年 12 月作成） 

 
２) COGES 連合モデルの承認 

COGES 連合モデルは 2008 年 7 月、国民教育省主催のワークショップにて公式に承認され、同年

10 月に設立・役割・組織に関する省令が公布された。 
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３) COGES 連合の設置状況と機能度 

a) タウア州、ザンデール州 

フェーズ I 実施中に 99 の COGES 連合が設立された。見返り資金運用開始の遅れによって

COGES 担当官によるモニタリングが中断された期間、COGES 連合の機能低下が確認された。モ

ニタリング再開後、一部機能は回復したが、以下の表のとおり、2008-09 年度の機能度は 2007-08
年度に比べて、透明性と COGES モニタリング機能に影響する総会・事務局会合の実施回数に低

下がみられる。 
 

表４－５ COGES 連合機能度① 

 事務局会合 
実施回数（平均） 

総会実施回数 
（平均） 

学校活動計画 
回収率 

前年度学校活動計画

実施総括回収率 
07-08 7.0 2.8 88.1% N/A Tahoua 
08-09 3.4 1.7 85.6% 43.7% 
07-08 7.3 3.8 90.6% N/A Zinder 08-09 3.1 1.4 92.9% N/A 

 
表４－６ COGES 連合機能度② 

 第 2 活動計画 
策定率 

第 2 活動計画 
策定数（平均） 

第 2 活動計画 
実施数（平均） 

資源動員量 
（平均） 

07/08 100% 2.8 2.5 500,202 Fcfa Tahoua 
08/09 97.7% N/A N/A 129,885 Fcfa 
07/08 100% 2.3 2.3 201,712 Fcfa 

Zinder 
08/09 98.2% N/A N/A 87,630 Fcfa 

 
b) 新規対象 6 州 

2008 年 10 月から 09 年 1 月にかけて、アガデス州を除く 5 州の 149 コミューンで COGES 連合

設置研修が実施され、6,423COGES（計画の 99.4%）が受講した。現在までに 5 州で 67COGES が

設置された。なお、アガデス州に関しては治安状況悪化のため、COGES 連合設置研修の実施が

見合わされている。 
 

４) COGES 担当官月例会議の開催とモニタリング 

a) タウア州、ザンデール州 

COGES 担当官が定期的に COGES 連合を巡回モニタリングし、COGES 担当官月例会議にて報

告を行っている。同会議は定期的に実施されており、COGES 監督官が COGES 担当官を監督・

支援している。ただし、見返り資金運用開始の遅れによって、COGES 担当官によるモニタリン

グは 2008 年 10、11 月に一時中断された。 
b) 新規対象 6 州 

COGES 担当官が定期的に COGES を巡回し、モニタリングを実施してきたが、移動手段とな

るバイクの供与に遅延が生じ、モニタリング活動に支障が出ている。ただし、COGES 連合設置

研修実施後、COGES 担当官月例会議が実施されるようになっている。 
 
５) COGES 監督官による報告書 

COGES 監督官は州国民教育事務所（DREN）所長に COGES 活動に関す係る報告書を提出し、そ

の後、州国民教育事務所長が国民教育省次官に報告書を提出している。 
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６) 学校活動計画収集システムの構築 

  タウア州、ザンデール州においては、COGES 連合が COGES 活動モニタリングの一環として各

COGES の学校活動計画の収集を行っているが、３）で示したように、見返り資金の拠出遅延のた

め COGES 担当官による COGES 連合モニタリングが停滞し、COGES 連合による学校活動計画の

収集率に低下がみられた。 
 
（３） 成果 3：パイロット地域（タウア州とザンデール州）において COGES を通じた教育改善活動

のモデルが構築される。 

【指標】モデル活動に関するグッド・プラクティスの収集とマニュアルの作成 
 
【グッド・プラクティスの例】 
１) 機能する COGES が運営主体となるコミュニティ幼稚園  

2006 年にタウア州の 3COGES に導入され、コミュニティの高いニーズが確認されたコミュニテ

ィ幼稚園は、国連児童基金（United Nations Children’s Fund: UNICEF）との連携のもと、下表のとお

り急速に拡大している。2008 年 8 月には機能する COGES が運営主体となるコミュニティ幼稚園モ

デルが公式モデルとして承認された。タウア州イレラ県（23 のコミュニティ幼稚園を設立）では、

初等教育入学者の男女比（女子数／男子数）が 0.77（2007-08 年度）から 0.95（2008-09 年度）に

改善された。 
 

表４－７ コミュニティ幼稚園数と園児数 

 コミュニティ幼稚園数 園児数 園児のうち女子の比率

Tahoua 27 2,131 50.4% 
Zinder 23 1,299 50.7% 2007/08 
Total 50 3,430 50.5% 
Tahoua 55 N/A N/A 
Zinder 55 N/A N/A 

2008/09 
(as of Feb 

2009) Total 110 N/A N/A 
 

 
コミュニティ幼稚園が 初に導入されたタウア州が、2007-08 年度の農村部就学前教育就学率に

おいて全国 1 位となった。 
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図４－１ 農村部における就学前就学者数 

（データ：国民教育省統計） 

 

COGES 運営によるコミュニティ幼稚園は児童・親のニーズに応えるものであるうえ、経常経費

がコミュニティの負担によるものであることから、財政的に自立するとともに効率的であることを

示している。コミュニティ幼稚園モデルに関する簡易 5 項目評価の結果、妥当性、有効性、効率性、

インパクト、自立発展性のいずれも高いことが確認されているが、自立発展性に影響を与えるモニ

タリングについては効果的・効率的なシステムの構築には至っていない。 
 

２) フォーラム・アプローチ2 

フォーラム・アプローチに基づいたキャンペーンが実施されたタウア、ザンデールの両州におい

て、以下のとおり目覚ましい成果がみられた。 
a) 女子就学促進キャンペーン 

ザンデールでは 2007 年 5 月から、タウアでは 2008 年 4 月から女子就学促進キャンペーンが実

施され、下図のとおり女子入学登録者数が大幅に増加した。また、入学登録者における男女比率

（女子数／男子数）についても、ザンデールは大きく改善された 2007-08 年度以降高い水準を維

持しており、タウアも 2008-09 年度に目覚ましい改善がみられた。 
 

                                                        
2 フォーラム・アプローチとは、地域や国の教育開発ニーズを考慮した統一テーマにそって、地域のすべての COGES

と教育関係者が一斉に改善活動を実施することにより、大々的なインパクトを与えることを目的としたアプローチで

ある。このアプローチでは、まず、COGES 連合代表や教育行政および地方自治体関係者が一堂に会し、地域の教育開

発ニーズをもとに抽出した統一教育改善テーマについて議論し、そのテーマに関する各アクターの具体的な改善活動

計画実施について合意を得、決議する。この決議事項は、参加者である COGES 連合代表により各地の COGES 連合総会

を通じて各 COGES に情報が伝達される。各 COGES において住民総会が開催され、フォーラム決議事項（就学キャンペ

ーンなど）の実施の可否を議論し、実施の場合は学校活動計画の一つとして策定されることになる。一方、地方教育

行政、自治体関係者も、それぞれ決議に沿った活動を実施する。 
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図４－２ 女子入学登録者数 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３ 新規入学登録者における男女格差 
（データ：国民教育省統計） 

b) 教育の質向上キャンペーン 

2008 年 1 月から教育の質向上キャンペーンが実施されたザンデール州は、2007-08 年度の初等

教育修了試験合格率が前年度から 13.2 ポイント改善され、全国 1 位となった。 
 

表４－８ 初等教育修了試験合格率 

(a) 2006-2007 (b) 2007-2008  (*暫定) (b) - (a) 
  

受験者数 合格者数 % 順位 受験者数 合格者数 % 順位 
増減 

ポイント 
順位 

Agadez 4,676 2,608 55.8% 1 5,088 2,916 57.3% 2 +1.5 6 
Diffa 2,768 1,404 50.7% 3 3,156 1,725 54.7% 4 +4.0 5 
Dosso 23,720 11,791 49.7% 4 25,567 12,552 49.1% 7 -0.6 7 
Maradi 29,279 11,895 40.6% 7 35,134 13,847 39.4% 8 -1.2 8 
Niamey 16,673 8,088 48.5% 5 18,107 10,351 57.2% 3 +8.7 4 
Tahoua 23,720 6,495 27.4% 8 26,054 12,946 49.7% 6 +21.3 1 
Tillabéri 22,790 10,010 43.9% 6 22,242 11,948 53.7% 5 +9.8 3 
Zinder 19,471 10,608 54.5% 2 24,471 16,569 67.7% 1 +13.2 2 
TOTAL 143,097 62,899 44.0%  159,819 82,854 51.8%    

（データ：国民教育省統計） 
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フォーラム・アプローチの特徴は、フォーラムでの決議事項が COGES 連合、COGES を通じ 
住民に伝えられ、各 COGES レベルでそれらの活動が着実に実施されることである。活動実施に

おいては、COGES 連合、COGES、コミュニティ、教育行政が共同で取り組んでいる。2008 年

10 月公布の COGES 連合省令において、コミューンの COGES 連合に対するコミットが明記され

ており、地域によってはコミューンから強力な財政などの支援を得ているところもある。 
 
３) 視学官会議 

プロジェクトは、教育開発 10 カ年計画（PDDE）プロセスの促進、COGES 政策実施における視

学官の巻き込みを目的として、ザンデール州（2008 年 1 月）とタウア州（2008 年 4 月）で視学官

会議を開始し、2008 年 9 月より月例会議化した。視学官会議においては学校運営面と教育学的な

問題が取り上げられ、情報・意見交換の場としてその有効性が認められたため、2009 年 1 月に国

民教育大臣名の州国民教育事務所長あて書簡により、視学官会議の定期開催が制度化された。 
 
 
４－４ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標： 全国の小学校に機能する COGES を設置し、機能するための COGES 実施体制

が強化される。 
指標① 民主的選挙により COGES を設置した学校の数 
指標② 学校活動計画を策定した COGES の数と学校活動計画実施率 
 
（１） 民主的選挙による COGES の設置 

新規対象 6 州において、6,577 校（計画の 97.08％）が民主的選挙により COGES を設置し、同設置

に関する議事録が県視学官事務所に提出された。 
 

表４－９ COGES 設置数3 

 学校数 COGES 設置に関する 
議事録を提出した学校数 提出率 

Agadez 364 237 65.11% 

Diffa 425 425 100.00% 

Dosso 1,795 1,795 100.00% 

Maradi 1,868 1,868 100.00% 

Niamey 453 360 79.47% 

Tillaberi 1,870 1,892 101.18% 

計 6,775 6,577 97.08% 
 

提出率が低い 2 州については、アガデス州は面積が広く各世帯が校区内に点在するうえ、放牧によ

る移動が多い世帯が集中していること、ニアメ州は都市化により近隣のコミュニティ意識が比較的低

いことが、それぞれの特徴として考えられる。 
 

 

                                                        
3 COGES 設置数は、「COGES 設置に関する議事録を提出した学校数」を採用している。この議事録は COGES 委員が

民主的過程を経て選出されたことを証明する記録である。 
また、「学校数」とは、COGES 設置の研修計画時に既に存在していた学校数である。ニジェールにおいては、学校

が常時設立されるため、研修実施後「COGES 設置に関する議事録を提出した学校数」が「学校数」を上回るところ

がある（ティラベリ州）。 
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（２） 学校活動計画の策定 

COGESの機能度を測る指標となる学校活動計画策定については、2007-08年度は全国で 6,632校（計

画の 66.41%）が県視学官事務所に学校活動計画を提出している。フェーズⅠからの対象州であるタ

ウア州、ザンデール州の学校活動計画提出率（平均 89.48％）を考えると、新規対象州（平均 55.24%）

はまだ改善の余地があるといえる。 
 

表４－１０ 学校活動策定率 

 学校数 学校活動計画策定数 策定率 情報更新時期 
Agadez  311  264 84.89% March 2008 
Diffa  425  330 77.65% March 2008 
Dosso 1,802 1,147 63.65% March 2008 
Maradi 1,902 1,093 57.47% March 2008 
Niamey  453  159 35.10% March 2008 
Tahoua 1,435 1,264 88.08% February 2008 
Tillaberi 1,834  723 60.58% March 2008 
Zinder 1,824 1,652 90.57% February 2008 
全国 9,986 6,632 66.41%  
ﾀｳｱ･ｻﾞﾝﾃﾞｰﾙ 3,259 2,916 89.48%  
新規 6 州 6,727 3,716 55.24%  

 
学校活動計画の実施状況については、各 COGES が年度末に総括表としてまとめ、住民総会で発表

することになっているが、同総括表の回収率は低く、今回の調査では実施に関する情報の入手が困難

であった。 
 
（３） その他の COGES 機能度に関する指標 

今回ドッソ州において実施したインタビュー調査（サンプル数 8）による 2007-08 年度の COGES
の機能度に関する指標は以下の表のとおり。サンプル数が非常に限られており一概に言えないが、フ

ェーズ I 終了時のタウア州における COGES 機能度と比較すると大きな差がみられ、改善の余地はあ

ると考えられる。 
 

表４－１１ インタビュー調査結果（対象：ドッソ 8COGES） 

 計画された 
活動数 

実施された 
活動数 

事務局会合 
実施数 総会実施数 COGES 活動経費

ドッソ 
調査結果 4.88 3.13 2.88 2.13  60,881Fcfa 

<参照>2005-064 
タウア 6.67 5.93 N/A N/A 208,586Fcfa 

 
４－５ 上位目標の達成状況 

上位目標： COGES による学校運営を通じて基礎教育の質とアクセスが向上する。 
指標① 総就学率の変化 
指標② 留年率の変化 
指標③ 退学率の変化 
指標④ 修了率の変化 

                                                        
4 フェーズ I 終了時評価調査報告書による。サンプル数は 1170。 
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上位目標の達成には様々な要因が絡み、現段階でプロジェクトの貢献度について一概には言えない

が、フェーズⅠが開始された 2004 年以降、国民教育省とドナーとの協力の結果、ニジェールにおけ

る基礎教育の質とアクセスに関する指標には、以下の表（指標①、④および入学総登録率、入学者に

おける男女格差の統計を入手）のとおり改善がみられる。本調査において、国民教育省と JICA はプ

ロジェクトを通じたCOGESの設置と機能化が教育指標の改善に大きく貢献しているとの認識を共有

した。今後も COGES 機能の強化により学校運営がさらに改善され、児童の学習環境が整えば、より

高い数値目標の達成が見込まれる。 
 

図４－４ 総就学率    図４－５ 修了率 
 

   図４－６ 入学総登録率      図４－７ 入学者における男女格差 
 

（データ：国民教育省統計） 
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第５章 中間レビュー結果 

 

 

５－１ 評価 5 項目による評価 

 

５－１－１ 妥当性： 非常に高い 

（１） ターゲットグループのニーズとの整合性 

現地のニーズに基づいた学校運営改善はコミュニティと児童のニーズに合致するものである。 
本フェーズの対象地域は、フェーズ I では対象外だった 6 州を含む全 8 州（全国）であり、公平性

の観点からも妥当である。 
 
（２） ニジェールの国家政策との整合性 

プロジェクト目標と上位目標はニジェールの国家政策に合致している。教育の地方分権化の一環

として住民参画型の学校運営を促進することは教育開発 10 カ年計画（PDDE）に明記されており、

そのための具体的な方策として COGES 政策の実施が掲げられている。また、2008 年 10 月に発表

された COGES 連合設立に関する国民教育省省令では、COGES 連合はコミューンの管轄下にある

と規定され、地方分権化（コミューンが COGES 連合を管理、支援する権限）が強化されている。 
 
（３） 日本の援助政策との整合性 

2008 年 5 月に開催の TICADⅣにて採択された横浜行動計画において、学校運営改善モデルによ

る支援対象を西アフリカにおいて 10,000 校に拡大することを表明しており、日本の援助政策に合

致している。 
対ニジェール JICA 国別事業実施計画（2008 年 7 月）において、援助重点分野である教育分野の

開発課題「基礎教育開発」に対応するプログラムとして「初等教育開発」が設定されており、本プ

ロジェクトは同プログラムの中核案件として位置づけられている。 
 
（４） アプローチの妥当性 

プロジェクトの学校運営モデル（民主選挙による COGES 委員の選出、学校活動計画の策定と実

施、COGES 担当官と COGES 連合によるモニタリング）はフェーズ I において適切性が確認されて

いる。COGES 委員に対するインタビューにより、民主選挙は COGES の機能化ならびに住民総会

を通じた透明性の確保に重要な COGES 委員のやる気を増大させることにも寄与していることが確

認された。 
また、学校活動計画の策定・実施プロセスが外部者ではなく住民自身によってなされることが、

計画の確実な実施の大きな要因となっている。住民参画による教育開発は、政府のリソースが限ら

れているニジェールにおいて妥当なアプローチである。 
 
５－１－２ 有効性： 高い 

（１） プロジェクト目標の達成状況 

  全国のほぼすべての学校（97％）において COGES が民主的に設置された。COGES の機能度を

表す指標となる学校活動計画提出率は 66％にとどまっているが、モニタリング体制の強化による

改善が期待され、プロジェクト目標である COGES の「全国普及」と「機能化」に着実な進捗がみ

られる。ただし、プロジェクト目標の指標に目標数値が設定されていないため、目標達成状況を具

体的に評価することが困難となっている。データの入手可能性を考慮した代替指標の設定を検討す

る必要がある。 
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（２） 成果のプロジェクト目標への貢献度 

教育行政官に対する導入研修や校長に対する民主選挙研修は COGES 設置に、COGES 委員に対

する学校活動計画研修は計画策定に帰結していることは明らかであるが、これらの研修と COGES
機能化の因果関係には地域によりばらつきがみられる。都市化にともない住民の連帯が弱いニアメ

州や、安全上の理由からプロジェクトが入れないアガデス州においては、設置・機能化レベルが比

較的低い。ニアメ州については、残りの協力期間において改善の余地がある。 
全国の教育行政官（州国民教育事務所長、COGES 監督官、県視学官、COGES 担当官）を対象と

したワークショップやセミナーにより、モニタリングに必要な地方行政官の能力が強化されている。

COGES 担当官については、担当官会議における経験共有や議論によって問題解決のための技術支

援の能力を身につけている。COGES 委員に対するインタビューによると、COGES へ補助金が供与

された際に COGES 担当官が補助金使途ルールや手続きを指導した結果、適切に使用された例や、

住民総会に COGES 担当官が出向き、児童を学校へ行かせたがらない親の説得に成功した例などが

報告され、COGES の抱える問題の解決促進に COGES 担当官が大きく貢献していることが確認さ

れた。 
また、コミュニティ幼稚園、フォーラム・アプローチ、視学官会議といった COGES を通じた教

育改善活動モデルの構築は、「第 4 章 計画達成度」でも述べたように COGES の機能強化・定着

に貢献している。 
全体として、モニタリング体制の構築に遅れがみられるものの、成果は概ね順調に発現しており、

プロジェクト目標の達成に貢献することが期待される。 
 
５－１－３ 効率性： 中程度 

（１） 成果の達成度と投入の適切さ 

プロジェクトの活動と投入は概ね計画通り実施され、計画通りの成果を産出している。日本側の

投入としては、わずか 3 名の専門家の投入により COGES の全国普及が 1 年で達成されたことから

適切であると判断される。ただし、見返り資金運用開始と COGES 担当官用バイク供与の遅延がモ

ニタリング体制の構築に遅れをもたらし、その活動が制限されている。 
 
（２） 現地リソースの活用 

学校と COGES に対する財政的な投入はされておらず、コミュニティのイニシアティブ、潜在能

力を 大限に引き出す戦略は有効に機能している。また、コミューンと COGES 連合の連携が

COGES 連合設置に関する省令に規定されたことで、COGES 連合の活動にコミューンの積極的な支

援が得られる事例が複数報告されている。 
 
（３） フェーズⅠの経験と技術支援の活用 

  フェーズⅠで開発された戦略、アプローチ、技能、知識、人的資源、ネットワーク、ロジスティ

ックスが 大限に活用されている。 
 
（４） 他ドナーとの協力 

  COGES の全国普及に関する研修は世銀の財政的支援によって、またコミュニティ幼稚園の普及

は UNICEF との連携に基づいて実施された。 
 
５－１－４ インパクト： 高い 

（１） 上位目標の達成見込み 

フェーズ I 開始の 2004 年以降、総就学率・修了率などニジェールの教育指標には改善がみられ
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る。本調査において、国民教育省と JICA はプロジェクトを通じた COGES の設置と機能化がその

大きな貢献要因になっているとの認識を共有した。また、フォーラム・アプローチによる女子就学

キャンペーンは、タウア州、ザンデール州における就学率の男女格差縮小に直接的なインパクトを

与えている。今後、全国において COGES 機能の強化により学校運営がさらに改善され、児童の学

習環境が整えば、より高い数値目標の達成が見込まれる。 
 
（２） 周辺の仏語圏諸国との経験共有（周辺国への波及効果） 

  ニジェールおいて有効性が実証された COGES モデルをもとに、セネガル、マリにおいても同様

の学校運営改善プロジェクトが実施されている。ブルキナファソにおいてもプロジェクト実施に向

けたパイロット事業を実施中である。これらの国に対して、プロジェクトがその経験を共有したり、

プロジェクトスタッフが技術支援を行ったりする事例も出てきている。 
 
（３） その他の波及効果 

COGES が就学前教育（コミュニティ幼稚園）、中等教育（中学生のための寮の提供）、保健分野

（保健ポストの設置・運営）など、初等教育以外の分野の開発に取り組んでいる事例が報告されて

い   る。 
 

５－１－５ 自立発展性： 中程度 

（１） 政策面 

COGES を通じた住民参画型の学校運営を促進することは、教育開発 10 カ年計画（PDDE）に明

記されている。COGES、COGES 連合のモデルは、国民教育省よりこれらの設置・強化に関する省

令が発表され、国家レベルで公式化されており、政策的な自立発展性は高いと判断される。学校活

動計画の実施をはじめとする COGES や COGES 連合による様々な活動の成果は、国民教育省はも

とより他ドナーからも認められ、その政策に反映されている。 
 
（２） 組織面 

中央レベルに COGES 推進室、州レベル（州国民教育事務所）に COGES 監督官、県レベル（視

学官事務所）に COGES 担当官が配置されており、COGES 政策を持続的に推進していくための組

織体制は整備されている。フェーズⅠの中にタウア州、ザンデール州ですべてのコミューンに設置

された COGES 連合は、省令に基づき各州（アガデス州を除く）において設置が開始され、同じく

プロジェクトが導入した視学官会議が制度化されるなど、さらに強化されつつある。 
 
（３） 財政面 

  COGES は地域住民からの分担金や寄付金により活動を実施しており、COGES 連合については

COGES からの分担金を主な財源とし、活動を維持できることが期待されている。COGES 連合設

置に関する省令ではコミューンと COGES 連合の協力が奨励され、多くのコミューンが COGES 連

合を財政・物質的に支援している。 
COGES 担当官によるモニタリング経費は、現在見返り資金から支出されているが、同資金の運

用終了後の予算手当については、財政支援や日本社会開発基金（Japan Social Development Fund: 
JSDF）（TICADⅣ特別枠）の活用などいくつかの選択肢を含め、今後検討していく必要がある。 

 
（４） 技術面 

  COGES 監督官、COGES 担当官は COGES 政策を十分に理解している。COGES 全国普及に関す

る研修を成功させるなど、その実施能力も高い。COGES 連合、COGES に対するモニタリング能

力、技術支援能力については、COGES 担当官月例会議などを通じて強化が図られている。 
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  COGES 連合については、現在設置のための研修が新規 6 州で実施されているが、既に活動して

いるタウア州、ザンデール州の COGES 連合は、COGES 担当官によるモニタリングの一時中断に

より活動実績に低下がみられたことから、COGES 連合の機能化には COGES 担当官によるモニタ

リングと指導が不可欠であるといえる。 
 
（５） 社会面 

COGES の活動は住民の分担金に支えられているが、天水農業で生計を立てている住民が多いコ

ミュニティでは、収穫量が天候により大きく左右されるため、同地域の学校の活動内容もそれに大

きく影響を受ける。インタビューによると、活動規模の縮小のほか、住民の意思にかかわらず両親

がコミュニティ幼稚園へ児童を送れないケースがあった。コミューンから COGES 連合への財政支

援にも大きな差がみられ、都市・村落格差があることが判明している。これらの格差を少しでも緩

和するためには、何らかの工夫をしていく必要がある。 
 
 
５－２ 貢献要因と阻害要因の検証 

 

５－２－１ 効果発現に貢献した要因 

（１） COGES 委員、COGES 連合委員の民主選挙による選出 

COGES モデルミニマムパッケージの要素である民主選挙による選出は、組織の透明性を確保す

るだけでなく、COGES 委員、COGES 連合委員が無報酬にもかかわらず喜んでその任務を果たすモ

チベーションとなっている。 
 

（２） COGES 担当官月例会議 

COGES 担当官月例会議は COGES モニタリングのシステムとして機能しているだけでなく、経

験を共有し、課題について議論することにより、COGES 担当官の能力強化にも寄与している。 
 

（３） COGES 担当官による技術支援 

COGES 担当官が COGES 連合、COGES の問題解決に貢献した事例が複数報告され、COGES 担

当官によるモニタリングと指導が COGES 連合、COGES の機能化に大きな役割を果たしているこ

とが確認された。ザンデール州グレ県ギディギルコミューンでは、いつでも相談に応じてくれる

COGES 担当官への感謝を表し、感謝状が贈られた。 
 
（４） コミューンとの連携 

COGES 連合設置に関する省令の公布、コミューン長の COGES 連合設置研修への参加、コミ  

ューンによる COGES 連合に対する経済的・物質的支援など、COGES 連合とコミューンの連携は、     

COGES 連合の機能強化に貢献し、コミューンレベルにおける教育開発を促進している。 
 

（５） 他ドナーとの連携 

  COGES 運営によるコミュニティ幼稚園普及のための UNICEF との連携については、プロジェク

トが設置・運営・モニタリングを研修し、UNICEF が保育者研修や教材を提供する相互補完的な連

携が有効に機能している。 
世銀との連携については、5 項目評価（効率性）でも述べたとおり、COGES モニタリング用バ

イクの供与は遅延しているが、COGES 設置にかかる一連の研修費用は提供され、計画通り実施さ

れた。 
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５－２－２ 問題点と問題を引き起こした要因 

（１） 見返り資金の運用開始の遅れ 

2008 年 2 月頃に見込まれていた見返り資金の運用開始が、2009 年 1 月まで遅れたことにより、

COGES モニタリングシステムの構築に遅れが生じている。 
 

（２） COGES 担当官用バイク供与の遅れ 

世銀の支援によって 2007 年 2 月頃に予定されていた COGES 担当官用のバイク供与がいまだ（調

査時）実現していないことで、COGES 担当官によるモニタリングの実施が困難になっている。 
 

（３） アガデス州における治安の悪化 

アガデス州の治安悪化により、現地でのプロジェクト活動実施が不可能になっている。隣接州（タ

ウア州）で関係者会合などを行うにも限界がある。 
 
（４） ストライキ 

教員によるストライキは、授業時間数の減少をもたらし教育の質を低下させるだけでなく、学校

に対する否定的な印象を児童や保護者に与え、就学意欲を低下させるため、プロジェクトが推進す

る教育のアクセス・質の改善キャンペーンなどに影響を与えてしまっている。 
この点について、ザンデール州の視学官会議によって奨励された視学官による学校訪問は、教員

の欠勤やストライキを減らすのに効果があった。COGES による教員への支援（食糧や家屋の提供）

も、特に農村地域において、教員のストライキ参加を思いとどまらせる効果があった。 
 
５－２－３ その他の特記事項 

（１） 補助金政策 

ニジェールの補助金政策に先行し、世銀によってパイロット補助金供与が実施された。同パイロ

ットプロジェクトでは、①使途を指定された群、②使途をモニタリングすると通知された群、③何

の指示も受けなかった群の 3 群に分けられ、各 COGES に 7 万 Fcfa が交付されたが、プロジェクト

の目的についても特に説明がなかった。補助金の使途が世銀によって限定されることや、COGES
が学校活動計画の優先度に基づいて補助金を使用した場合、これがミスユースとして扱われるなど、

住民のニーズとの不一致について教育行政官から不平の声があった。補助金は、自己資金の限られ

た COGES にとっては貴重なリソースであるが、COGES に運営管理能力が備わっていること、コ

ミュニティに対するアウトリーチができていることが前提であるが、ニジェールの政策に鑑み、補

助金は避けて通れない問題だといえる。 
 
 
５－３ 結論 

 プロジェクトが取り組む COGES の全国普及と機能化を通じた教育改善は、ニジェールの国家政策

や受益者となるコミュニティ、児童のニーズに合致しており、妥当性は非常に高い。活動と投入も概

ね問題なく実施されており、COGES の全国普及はほぼ達成され、コミュニティ幼稚園やフォーラム・

アプローチ、視学官会議といった教育改善につながるモデルの構築も進んでいる。ただし、見返り資

金の運用開始や COGES 担当官用バイク供与の遅延により、COGES モニタリング体制の構築に遅れ

が生じている。今後のプロジェクト活動の成功のためには、特にこれらの部分について国民教育省の

さらなるコミットメントが必要である。 
 COGES の機能化のためには、COGES 担当官の役割が非常に重要であることが確認された。この

プロジェクト目標達成に向けて、今後は COGES 担当官の能力強化を優先課題として取り組んでいく

ことが求められる。 

-    -23



第６章 提言 
 

 

６－１ 短期的な観点からの提言 

（１） COGES のさらなる機能強化 

COGES の機能強化の鍵となるのが COGES 担当官の能力強化である。COGES 担当官月例会議が

COGES 担当官の能力強化に大きく貢献していることから、国民教育省が同会議の定期的な開催に必

要な予算を支出し、プロジェクトが同会議開催を技術的に支援していくことが期待される。 
 

（２） COGES 担当官用バイクの早期供与 

COGES の機能化に不可欠な COGES 担当官による十分なモニタリングを可能にするため、バイク

が早期に供与されるよう必要な手続を促進する必要がある。 
 
（３） 集会型モニタリングの質の向上 

現在進められている COGES 連合の設置完了後、新規 6 州においてもタウア州、ザンデール州同様

COGES 担当官により COGES 連合モニタリングが開始されるが、集会型モニタリングの質の向上の

ためには、アセスメント能力と問題解決能力の強化が必要である。タウア州、ザンデール州における

集会型モニタリングによる COGES 機能化の経験から成功例を分析、分類し、対応例を集積したマニ

ュアルなどの作成も一案である。 
 
（４） 県視学官との関係・能力強化 

県レベルの教育開発の責任者である視学官の能力強化は、プロジェクト活動の促進に大いに貢献す

る可能性を持つ。制度化された視学官会議の支援を通じ、COGES（特に機能していない COGES）の

適切・効率的なモニタリングについて技術支援を行い、COGES 担当官による COGES 連合モニタリ

ングとの相互補完を図れれば、効率的であろう。また、視学官による COGES 政策の実施に関する経

験共有の促進も重要である。 
 

（５） 見返り資金の適切な運用 

モニタリングの適切な実施のためには、見返り資金の定期的な支出が不可欠である。適切な支出を

保証するため、資金運用計画を策定し、関係省庁の承認を得ることを提言する。 
 

（６） プロジェクトの効率的な運営 

全国展開によって増大している活動に対応するため、プロジェクトチーム内の情報共有、業務分担、

活動の優先順位付け（選択と集中）など、さらに効率性を重視した活動をしていく必要がある。 
 
（７） フォーラム・アプローチの他州への拡大 

タウア州、ザンデール州において目覚ましい成果をあげたフォーラム・アプローチに基づくキャン

ペーンを、他州でも実施することでニジェール全体の教育開発が促進されることが期待される。住民

の教育に関する共通のニーズ、ニジェールの教育開発政策、国際的教育開発潮流に沿ったテーマを取

り上げることにより、高い効果の発現が期待される。国民教育省による州フォーラムの開催、キャン

ペーンの計画・実施をプロジェクトが技術的に支援することが重要である。 
 

（８） PDM の改訂 

PDM の一部に現在の活動の優先順位を反映していない部分が生じている。またプロジェクト目標

の指標を含め、具体的な数値目標が設定されていない指標がある。プロジェクトの進捗と目標達成状
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況を適切に評価できるよう、PDM に必要な改訂を加える必要がある。 
なお、これらの改訂は 9～10 月に開催される予定の合同調整委員会までには承認されるよう、速や

かに全州国民教育事務所長の合意を取り付ける必要がある。 
 
 
６－２ 中長期的な観点からの提言 
（１） COGES 担当官の選定基準の明確化 

COGES の機能強化において COGES 担当官の果たす役割は非常に重要であるにもかかわらず、そ

の職に就くのに何の資格も求められていない。能力の高い COGES 担当官を確保するため、選定基準

を明確に設定することが望ましい。 
 

（２） コミュニティ幼稚園のモニタリングに関するモデルの構築 

プロジェクト活動を通じて、教育開発におけるコミュニティ幼稚園の有効性が実証されつつあるが、

そのモニタリングシステムは十分とはいえない。幼稚園の運営面、教授面に関する効果的なモニタリ

ングを可能にするためには、国民教育省による就学前教育指導主事の増員が有効である。また、イレ

ラ県におけるモニタリングシステム構築に関するパイロット事業の実施を、プロジェクトが技術的に

支援できることが望ましい。 
 

（３） COGES に対する補助金制度導入への慎重な対応 

一部ドナーが COGES に対する補助金交付制度の拡大を提案しているが、COGES に補助金を有効

活用する能力が備わっていなければ、その使途について COGES とコミュニティの間にあつれきを生

み、COGES 自体の機能低下をもたらす危険性もある。国民教育省が COGES の能力強化に取り組み

つつ、補助金交付制度の本格実施には慎重な対応が求められる。 
 
（４） 仏語圏アフリカにおける経験共有の促進 

学校運営改善関連の類似案件を実施する仏語圏近隣国（セネガル・マリ・ブルキナファソ）は、パ

イロットプロジェクトからの展開や制度化に向けた取り組み、研修マニュアルの開発など、互いに参

考となる経験を有している。今後も経験共有セミナーや研修などを通じ、情報・経験の共有を一層促

進していくことが望ましい。 
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付属資料 
 

 

１． ミニッツ（英文） 

添付資料 

・ 投入実績 

・ プロジェクト・デザイン・マトリクス（PDM） 

・ コミュニティ幼稚園 5 項目評価 

・ 活動計画表（PO） 

・ 評価グリッド調査結果 

 

２． ミニッツ（仏文） 

添付資料 

・ 投入実績 

・ プロジェクト・デザイン・マトリクス（PDM） 

・ コミュニティ幼稚園 5 項目評価 

・ 活動計画表（PO） 

 

３． 評価グリッド（和文） 

４． 評価グリッド（英文） 

５． 評価グリッド調査結果（和文） 

６． 質問票 

７． 質問票調査結果 

８． インタビュー項目 

９． 面談・視察録 

１０． 現地調査報告書 
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